
は   じ   め   に 

 

群馬県では、平成 23年度から、児童生徒のアレルギー疾患に関する状況調査を毎年行

い、保健調査票や健康診断結果、学校生活管理指導表等から、アレルギー疾患を有する児

童生徒を把握しております。同年度における食物アレルギーを有する児童生徒数は、小・

中・高校を合わせて約 8,300 人、アナフィラキシーの既往のある人数は約 500人でした

が、アレルギー疾患を有する児童生徒は年々増加し、令和 3年度には、食物アレルギーを

有する児童生徒数は、小・中・高校を合わせて約 12,800人、アナフィラキシーの既往のあ

る人数は約 1,400人となっております。 

 学校におけるアレルギー疾患については、平成 20年に文部科学省監修の下、日本学校

保健会が作成した「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン（以下、「ガイド

ライン」という。）」に基づき対応することとされたことを受け、県教育委員会では、県内

の統一した対応方針を示すため、平成 25年度に「学校における食物アレルギー対応マニ

ュアル（以下、「マニュアル」という。）」を作成しました。その後、国において、平成 26

年にアレルギー疾患対策基本法が新たに制定され、平成 29年に「アレルギー疾患対策の

推進に関する基本的な指針（基本指針）」が策定されました。これを受け、令和元年度にガ

イドラインが改訂されたことに伴い、県教育委員会では、今回、マニュアルの改訂を行う

ことといたしました。 

 学校における食物アレルギーを有する児童生徒への対応は、全教職員が食物アレルギー

に対して正しい知識を持ち、児童生徒の情報を収集し、その児童生徒にあわせた「個別取

組プラン」を作成し取り組むことに加え、緊急時の体制をしっかりと構築しておくことが

基本となります。 

  また、食物アレルギーのある児童生徒に対し、周りの児童生徒が正しく理解し、配慮し

た行動が出来るように指導していくことも大切です。違いを互いに認め合い、助け合いな

がら、皆が同じように食事の時間を楽しみ、食を通して成長できるものと考えます。 

 各学校においては、食物アレルギーやアナフィラキシーのある児童生徒が安全・安心に

学校生活を送れるように最新の情報を盛り込んだ本マニュアルを活用していただきたいと

思います。 

 結びに、本マニュアルの改訂に御協力いただきました群馬県医師会並びに編集に御尽力

いただきました委員の皆様に厚く御礼申し上げ、発刊にあたってのあいさつといたしま

す。 
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